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不幸にも住む場所
が無くなった時 

★★こんなにもあります救いの手、日本の社会保障制度 

 世界の経済がきびしい中にあって働く先をなくした人、幸せな国際結婚で

あったのに家を出なければならない状況となった人、そこに待っているのは

「厳しい生活」という現実です。衣食住もままならない時、最後の助けが社

会保障制度です。人にやさしいこの制度について考えてみませんか？  

●社会保険関係 

①国民健康保険・・・病院での費用が安くなります。不法滞在外国人は入れません。 

②健康保険・・・企業に勤めている人が入るもの。不法滞在外国人でも入れます。 

③労働災害保険・・・勤務中の災害に支払われる保険。不法滞在外国人でも入れます。 

④雇用保険・・・仕事がなくなった時、生活維持のために支払われるもの。不法滞在者も可。 

⑤介護保険・・・介護を受ける必要がある時に使える保険。不法滞在外国人は入れません。 

●生活保護 

生活保護・・・生活費をえられない人が受給できる制度。在留資格のない外国人は貰えません。 

●年金 

国民年金・厚生年金・・・一定の期間支払いをし、法律で定める年齢に達した時に支払われるお

金。国民年金は不法滞在外国人には認められていません。厚生年金は加入できます。 

●社会手当関係 

①児童扶養・特別児童扶養手当・・・不法滞在外国人はもらえません。 

 

こんなにもあります生活お助けのさまざまな制度 

不幸な路上生活をなくするために、生活にやさしい制度のいくつかを紹介してみましょう。 

ふじみの国際交流センターが２００８年度に受けた生活相談は６７０件を超えました。 
地域で暮らす外国籍の皆さんは、生活者としての悩みに加えて、外国人としての悩みもあるわ

けですから大変だと思います。困ったらいつでも相談に来てください。 
「家を出され公園で寝泊まりしている」という母子の相談を、最近続けて２件受けました。とて

も驚きました。 
１件は、仕事を首になり、家賃が払えなくなって、アパートを追い出された母子です。彼らは

定住ビザを持っていたので、緊急一時保護施設に保護されました。２週間の滞在中に、市役所の

人が面会・調査して、生活保護の適用が認められ、もと居たところの近くにアパートを借りるこ

とが出来ました。子どもは元気に学校に復帰しました。 
もう１件は、夫と不仲になり、家を追い出された母子です。公園で寝泊りしているのを保護し

て宿泊施設に向かい入れた時、荷物に混じった青いビニールシートに心が痛みました。彼らは

DV 被害者ということで、生活保護が認められ、新しいアパートで元気に暮らしています。 

日 本 語 



◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆INFORMATION◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 ◆◆ 15 ◆◆

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 www.ficec.jp/living/               

 ●６カ国版の生活ｶﾞｲﾄﾞを掲載しています 

 

 
 
  
 
 
 

職業安定所名 電話番号 対応言語（お話しできる母国語） 

川  口 048-251-2901 英語（月・火）／スペイン語（月・火・木）／ポルトガル語

（月・木）／中国語（水） 
熊  谷 048-522-5656 英語（火・木）／スペイン語（月・火・木）／ポルトガル語

（火・木） 
本庄出張所 0495-22-2448 スペイン語（金）／ポルトガル語（月・水・金） 
大 宮 048-667-8609 英語（金）／ポルトガル語（金）／中国語（水） 
川 越 049-242-0197 英語（月・木）／スペイン語（木）／ポルトガル語（月・木） 
浦 和 048-832-2461 英語（金）／スペイン語（金）／ポルトガル語（金） 
春 日 部 048-736-7611 英語（月）／ポルトガル語（月） 
朝 霞 048-463-2233 英語（金） 
草 加 048-931-6111 ポルトガル語（水）／中国語（火） 
越 谷 048-969-8609 英語（火）／ポルトガル語（火） 
東松山出張所 0493-22-0240 多言語では対応しておりません。 
所 沢 04-2992-8609 多言語では対応しておりません。 
飯 能 042-974-2345 多言語では対応しておりません。 
秩 父 0494-22-3215 多言語では対応しておりません。 
行 田 048-556-3151 多言語では対応しておりません。 

●通訳が対応している時間 :10：00～12:00 13:00～16:00 
                            （平成 21 年埼玉県国際課作成） 

知っていましたか？ 埼玉県の公共職業安定所（ハローワーク）では、

曜日により多言語でもお話ができる所が有るのです。        

②児童手当・・・子供のある家庭に支払われます。不法滞在外国人はもらえません。 

●社会福祉関係 

① 身障手当・・・体の不自由な人に支払われます。不法滞在外国人はもらえません。 

② 児童福祉母子保健・・・出産前のお母さんや乳児健診など、赤ちゃんの健康維持などのため

に使えるものです。不法滞在外国人でも受けられます。 

③ 老人福祉・精神障害者福祉・母子寡婦福祉・・・不法滞在外国人でもうけられます。 

④ 児童福祉施設入所・・・不法滞在外国人でも入れます。短期滞在者は入れません。 

●医療関係 

  この分野には結核、出産、育児、未熟児。医療費未払い補てんをはじめ、外国人患者に対す

る医療などの救護をする「行旅病人」などがあります。この項目では、在留資格の有無に関係

なく、つまり不法滞在の人でも適用が受けられます。 

●住宅保障関係 

  この項目には、資金の借り入れや公営住宅の入居、住宅入居などがあります。しかし多くは

永住許可外国人のみが対象になっており、不法滞在外国人は利用できないことになっています。 

日 本 語 


